
（案） 

名古屋市中川区選挙管理委員会告示第 19 号 

 

委員長の職務を代理すべき委員の指定について 

 

令和 7 年 12 月 25 日、名古屋市中川区選挙管理委員会規程（昭和 44 年名古屋市

中川区選挙管理委員会規程第 1 号）第 5 条の規定により、委員長の職務を代理す

る委員に次の者を指定した。 

 

令和 7 年 12 月 25 日 

 

名古屋市中川区選挙管理委員会委員長  西 川 照 代 

 

1 住 所   名古屋市中川区 

 

 

2 氏 名   宇 佐 美 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市中川区選挙管理委員会事務室 


